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都市計画運用指針改正案（新旧対照表）

（Ⅰ．運用指針策定の趣旨）

改 正 案 現 行

Ⅰ．運用指針策定の趣旨 Ⅰ．運用指針策定の趣旨

現行の都市計画法は、昭和３０年代後半から 現行の都市計画法は、昭和３０年代後半からの

の高度成長の過程で、都市への急速な人口・諸機 高度成長の過程で、都市への急速な人口・諸機能

能の集中が進み、市街地の無秩序な外延化が全国 の集中が進み、市街地の無秩序な外延化が全国共

共通の課題として深刻化していた社会経済状況を 通の課題として深刻化していた社会経済状況を背

背景に、線引き制度、開発許可制度等の導入を骨 景に、線引き制度、開発許可制度等の導入を骨格

格として昭和４３年に制定されたものである。以 として昭和４３年に制定されたものである。以来、

来、基本的には都市計画制度の運用の面において 基本的には都市計画制度の運用の面においても、

も、こうした新たな枠組みに対応して、スプロー こうした新たな枠組みに対応して、スプロールの

ルの防止を図る一方、計画的な新市街地の開発・ 防止を図る一方、計画的な新市街地の開発・誘導

誘導に重点が置かれるなど、集中する人口や諸機 に重点が置かれるなど、集中する人口や諸機能を

能を都市内でいかに適正に配置するかという考え 都市内でいかに適正に配置するかという考え方が

方が反映された運用の積み重ねが行われてきたも 反映された運用の積み重ねが行われてきたものと

のといえよう。 いえよう。

しかしながら、人口減少・超高齢社会の到来、 しかしながら、人口減少・超高齢社会の到来、

モータリゼーションの進展、産業構造の転換、地 モータリゼーションの進展、産業構造の転換、地

球環境問題の高まり、厳しい財政的制約など、都 球環境問題の高まり、厳しい財政的制約など、都

市をめぐる社会経済状況は大きく変化してきてい 市をめぐる社会経済状況は大きく変化してきてい

る。人口については、これまでの一貫した増加基 る。人口については、これまでの一貫した増加基

調から減少基調への転換が現実となり、全国的に 調から減少基調へと転換すると見込まれており、

は都市部の人口増加は沈静化し、スプロール対策 全国的には都市部の人口増加は沈静化し、スプロ

は全国一律の課題ではなくなりつつある。一方、 ール対策は全国一律の課題ではなくなりつつあ

モータリゼーションの進展等に伴い、人々の生活 る。一方、モータリゼーションの進展等に伴い、

圏が広域化し、産業についても立地上の制約がな 人々の生活圏が広域化し、産業についても立地上

くなるとともに、産業構造の転換等により、工場 の制約がなくなるとともに、産業構造の転換等に

跡地等における土地利用転換も生じている。さら より、工場跡地等における土地利用転換も生じて

に、地球環境問題や行政コストの削減等への対応 いる。さらに、地球環境問題や行政コストの削減

の必要性が高まるとともに、質の高い住まい方、 等への対応の必要性が高まるとともに、質の高い

自然的環境や景観の保全・創出に対する国民的意 住まい方、自然的環境や景観の保全・創出に対す

識も高まってきている。 る国民的意識も高まってきている。

こうした、いわば都市化の時代から安定・成熟 こうした、いわば都市化の時代から安定・成熟

した都市型社会への移行という状況に対応するた した都市型社会への移行という状況に対応するた

めに、これまでにも都市計画法の改正が行われて めに、これまでにも都市計画法の改正が行われて

きているところであるが、都市計画制度は実際に きているところであるが、都市計画制度は実際に

使われてこそ有効に機能するものであることから 使われてこそ有効に機能するものであることから

すれば、この運用についても、上に述べた社会経 すれば、この運用についても、上に述べた社会経

済状況の変化に的確に対応し、新規決定や追加の 済状況の変化に的確に対応して行われることが望

みならず、見直し・変更や整理を重視して行われ まれる。そのためには、制度の企画・立案に責任
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ることが望まれる。そのためには、制度の企画・ を有する国として、都市計画制度全般にわたって

立案に責任を有する国として、都市計画制度全般 の考え方を参考として広く一般に示すことが、地

にわたっての考え方を参考として広く一般に示す 方公共団体の制度の趣旨に則った的確な運用を支

ことが、地方公共団体の制度の趣旨に則った的確 援していくうえでも効果的である。

な運用を支援していくうえでも効果的である。 （略）

（略）


